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                平成 29 年 2 月 22 日 

ソニー生命保険株式会社 

 

【新商品】『生前給付逓減定期保険（生活保障型／無配当）』の発売について 

 

ソニー生命保険株式会社（社長 萩本 友男）は、平成 29 年 4 月 2日より新商品『生前給付逓減定期保険（生

活保障型／無配当）』を発売します。生前給付分野の総合保障商品として、死亡の保障に加え、三大疾病（が

ん・急性心筋梗塞・脳卒中）、所定の障害・要介護状態を保障します。また、経過年数に応じて保険金額が逓

減するため、合理的な保障をご準備いただけます。 

 

１.「生前給付逓減定期保険（生活保障型／無配当）」のお支払い事由 

以下のいずれかに該当した場合に保険金をお支払いします（ただし、保険金のお支払いは保険期間を通じて

1回のみとなります）。 

 

 



 

２．仕組図と保険料例 

経過年数に応じて保険金額が逓減し、逓減方法は次のいずれかをお選びいただけます。 

 

＜Ⅰ型＞ご契約時の保険金額の 20％になるまで保険金額は逓減し、その後は 20％のまま保険期間満了時まで

推移します。 

 

 

＜Ⅱ型＞保険期間の 20％ を経過後、保険金額は逓減します。最終保険年度の保険金額は、ご契約時の保険金

額の 30％となります。 

 

 

＜参考＞生前給付定期保険（生活保障型／無配当） 

 

 

 

 

以上

このニュースリリースは、保険募集を目的としたものではなく、商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、 

「商品パンフレット」「ご提案設計書」などを必ずご覧ください。また、ご契約の際は、「ご契約のしおり・約款」「重要事項

説明書（契約概要）」「重要事項説明書（注意喚起情報）」を必ずご覧ください。 
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